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第3章 水道事業の現状 

3.1 前回水道ビジョンの進捗評価 

3.1.1 前回水道ビジョンにおける実現方策と取組内容 

前回水道ビジョンでは、「将来にわたり快適で清潔な生活を支える、安全で安心できる水の安

定供給」という基本理念のもと、３つの基本目標（安全な水の供給、強靭な水道、持続可能な事業

経営）と、各目標に対応する基本方針、目標の実現に向けた主要施策・実現方策を掲げています。

また、各実現方策に係る具体的な２１の取組を設定しました。 

 

 

図 3.1 前回水道ビジョンにおける施策体系 
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3.1.2 進捗評価 

前回水道ビジョン（計画期間：平成２８年度～平成３７年度（令和７年度））で定めた２１の取組に

ついて、令和６年度時点における進捗状況の評価を行いました。 

各取組の状況を以下のとおり A～Cに区分した上で、取組数に対する A（達成）の割合で、基本

目標ごとの達成率を評価しました。 

A：達成 

B：着手はしているが未完了（または取組内容が不十分） 

C：取組に着手できていない 

 

(1) 「安全な水の供給」の実現に向けた取組 

「安全な水の供給」に関する取組の達成率は、１００％となりました。 

前回水道ビジョンで掲げた取組は全て実施できており、かつ前回水道ビジョン策定以降、水

質事故等も発生していないことから、安全な水の供給ができていると評価できます。 

以上のことから、今後も同様の取組を継続するとともに、県との更なる連携強化を図ること

が重要と考えられます。 

 

表 3.1 達成率（基本目標：安全な水の供給） 

 

 

表 3.2 取組状況（基本目標：安全な水の供給） 

 
 

  

取組数 割合(%)

A 達成 4 100 ＝達成率

B 着手はしているが未完了（または取組内容が不十分） 0 0

C 取組に着手できていない 0 0

4 100

評価区分

計

基本
目標

実現方策 取組内容 令和６年度までの実施状況 評価

日報による取水量の確認を実施している。

委託事業者による監視を継続している。

水源、取水井の点検、井戸水位の測定を実施している。

定期的な水質検査によ
る監視

水道水質検査計画に基づいた水質確認を実施している。 A

適切な浄水処理方法に
関する検討

平成２８年度に業務委託を行い、アンモニア態窒素対策を優先とし
た浄水処理方法を検討した。

A

浄水受水水源
の維持

埼玉県との連携強化
県主催の「水道水質技術交流会」や「埼玉の水道水質を考える会」に
参加し、水質に関する技術交流や意見交換を行っている。

A

地下水水源
の維持

揚水量の監視 A
安
全
な
水
の
供
給
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(2) 「強靭な水道」の実現に向けた取組 

「強靭な水道」に関する取組の達成率は、７１％となりました。 

前回水道ビジョンで掲げた取組のうち、「適正規模への更新」「実耐用年数の見極め」が、取組

不十分となっています。 

「適正規模への更新」については、前回水道ビジョン策定以降、重要管路（重要給水施設管路

等）の更新（耐震化）を第一に考え事業を進めてきたため、構造物及び設備に係る適正規模の

検討が実施できておりません。構造物及び設備については、これまで設備関係を主に同様の規

模での更新を行ってきましたが、今後は将来の水運用を見定めた上で、構造物（土木・建築）も

含め適正規模について検討を行う必要があります。 

「実耐用年数の見極め」については、検討は行ってきたものの、市独自の実耐用年数の設定

には至っていない状況です。そのため今後は、より市の維持管理実態に則した資産管理を行う

ため、過去の更新実績や修繕履歴等を参考に、市独自の更新基準年数（実耐用年数）を検討・設

定することが求められます。なお、その際は将来の水運用の方向性を踏まえたものとする必要

があることにも留意が必要です。 

 

表 3.3 達成率（基本目標：強靭な水道） 

 

 

表 3.4 取組状況（基本目標：強靭な水道） 

 
※配水管のうち口径が１００ｍｍ以下で有機溶媒を扱う可能性の低い場所等では、経済性を考慮し水道配水用ポリエ

チレン管での更新も実施している。  

取組数 割合(%)

A 達成 5 71 ＝達成率

B 着手はしているが未完了（または取組内容が不十分） 2 29

C 取組に着手できていない 0 0

7 100

評価区分

計

基本
目標

実現方策 取組内容 令和６年度までの実施状況 評価

長寿命管の採用 更新時の管種は原則ダクタイル鋳鉄管で更新している※。 A

管路については、ダウンサイジングを含めた適正口径を検討の上、
更新を行っている。

構造物及び設備については、ダウンサイジングを含む効率化に向け
た検討が実施できていない。

優先度を踏まえた更新
（管路）

口径が200mm以上の配水管や病院・避難所へ配水している管路等
を重要ルートとして位置づけ、優先的に更新している。

A

実耐用年数の見極め 検討は行ったが、市独自の実耐用年数の設定には至っていない。 B

災害時対応マニュアルの
整備

平成26年3月に策定した「蓮田市水道事業危機管理マニュアル」を、
平成29年8月及び令和2年１月に改正し、内容の充実化を図った。

A

テロ対策マニュアルの整
備

同上（改正に伴い、テロ対策に関する内容を追加） A

近隣事業体、指定工事事
業者などとの連携強化

日本水道協会や埼玉県管工事業協同組合連合会、その他関連業者
と、災害時の応援協力に関する協定を締結している。

A

強
靭
な
水
道

老朽管更新事
業の継続

基幹管路の耐
震化の推進

効率的な水道
施設への更新

危機管理体制
の充実

適正規模への更新 B
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(3) 「持続可能な事業経営」の実現に向けた取組 

「持続可能な事業経営」に関する取組の達成率は、８０％となりました。 

前回水道ビジョンで掲げた取組のうち、「適正規模での施設更新」「適正な料金設定」が、取組

不十分となっています。 

「適正規模への更新」についての状況と今後の展望は前述のとおりです。 

「適正な料金設定」については、平成２９年１０月に料金改定を行いましたが、料金回収率（給

水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表す指標）は１００％を下回っており、給水

に必要な経費を賄えていない状況です（数値は後述の「3.5.3 業務指標による評価」参照）。こ

れは、料金改定の検討を行った当時から、近年の物価高騰等の想定していない（あるいは想定

以上の）事業環境の変化が生じたことによると考えられます。そのため、今後も持続可能な事

業経営を続けるためには、近年の動向を踏まえた財政収支見通しの検討と、適切な料金設定

（改定）を行うことが必要となります。 

 

表 3.5 達成率（基本目標：持続可能な事業経営） 

 

  

取組数 割合(%)

A 達成 8 80 ＝達成率

B 着手はしているが未完了（または取組内容が不十分） 2 20

C 取組に着手できていない 0 0

10 100

評価区分

計
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表 3.6 取組状況（基本目標：持続可能な事業経営） 

 

  

基本
目標

実現方策 取組内容 令和６年度までの実施状況 評価

管路については、ダウンサイジングを含めた適正口径を検討の上、
更新を行っている。

構造物及び設備については、ダウンサイジングを含む効率化に向け
た検討が実施できていない。

古いポリエチレンの給水管による漏水が多いため、漏水時に道路掘
削を伴う場合は、本管から給水管の取り直しを行っている。

老朽管工事で給水管を更新する場合は、原則1種2層管で更新して
いる。

毎年度漏水調査を実施し、漏水の早期発見に努めている。

適正な料金設定
平成29年１０月に料金改定を行ったが、現在では料金回収率が
100％を下回っており、給水に必要な経費を賄えていない。

B

アセットマネジメントの
導入

本水道ビジョンの改定に係る検討において、アセットマネジメントを
活用した。

A

広域化の検討
埼玉県の水道広域化全体会議や、各ブロックの水道広域化実施検討
会議に参加し、広域化の検討を行っている。

A

民間活力の導入検討
料金徴収業務、浄水場等の維持管理業務などの民間委託を継続する
とともに、更なる民間委託の導入に向けた検討を行っている。

A

職員の育成と技術の継
承

水道技術管理者資格取得講習会や地方公営企業実務講習会などの
研修会に参加している。

A

指定工事事業者の育成
と連携強化

日本水道協会主催の指定給水装置工事事業者研修会の周知を実施
している。

A

多様化するお客様ニー
ズの把握

お客様との電話や窓口対応の際に要望を伺い、ニーズの把握に努め
ている。

A

お客様ニーズと負担を
見極めた新サービス導
入の検討

納付書払い、口座振替、コンビニ収納の他に、令和２年５月からスマ
ホアプリ決済を導入している。

A

B適正規模での施設更新

人材の育成、技
術職員の確保

効率的な水道
施設の維持管
理

持
続
可
能
な
事
業
経
営

将来の事業環
境を踏まえた
施策の実施

漏水の防止対策 A

顧客サービス
の向上
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3.2 水需要の動向 

3.2.1 人口の推移 

前回水道ビジョン策定時の平成２７年度以降、本市の行政区域内人口は減少しています（平成

２７年度から令和６年度の１０年間で１,４３４人（２％）減）。また、普及率は微増しているものの、給

水人口も同様に減少傾向にとなっています（平成２７年度から令和６年度の１０年間で１,２２４人

（２％）減）。 

このような人口減少は全国的にも見られており、本市においても減少傾向が続くことが予想さ

れます（将来の人口見通しは後述の「4.1 人口の見通し」参照）。 

 

 

図 3.2 行政区域内人口の推移（平成２７年度～令和６年度） 
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3.2.2 給水量の推移 

有収水量は、令和２年度にコロナ禍の影響で、一時増加していますが、その後は、人口と同様減

少傾向で推移しています（平成２７年度から令和６年度の１０年間で５２３ｍ３/日（３％）減）。 

一方で、一日平均配水量及び一日最大配水量は、平成３０年度まで増加傾向にあり、その後一

時的に減少したものの、令和４年度以降は再び増加傾向に転じています（平成２７年度に対し令和

６年度は、一日平均配水量が１,２４１ｍ３/日（６％）増、一日最大配水量が６３９ｍ３/日（３％）増）。 

この傾向の違いについて分析すると、平成３０年度からの一日平均配水量及び一日最大配水量

の一時的な減少は、国庫補助金を活用した老朽管更新工事をはじめ、管路の更新延長を年々延

ばしてきたことや効果的な漏水調査を実施したことにより、一時的には有収率を上昇させること

ができたと考えています。しかしながら、令和４年度以降の一日平均配水量及び一日最大配水量

は再び増加傾向に転じているため、同程度の管路更新や漏水調査の手法等も検討し実施したに

も関わらず、近年の漏水量が増加している可能性等も考えられます。 

今後、人口減少に伴う有収水量の更なる減少（給水収益の減少）や管路の老朽化の加速が懸念

されるため、着実な管路更新や効果的な漏水調査等を行い有収率の改善を図るとともに、給水

収益の確保に向けた取組が必要になると考えられます。 

 

 

図 3.3 給水量の推移（平成２７年度～令和６年度） 
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3.3 水質の状況 

3.3.1 水質管理の状況 

本市の水道事業においては、水道法に基づき、原水及び浄水の採水地点、検査項目、検査頻度、

検査方法等を定めた水質検査計画を、毎年度策定・公表しています。この計画に従い水質検査を

行った上で、水道利用者に安全な水道水を供給しています。 

なお、採水（検査）地点は、給水栓（蛇口）に加えて浄水場・配水池場からの出口及び地下水水源

（井戸）としています。検査項目は水道法で検査が義務付けられている水質基準51項目を始めと

して、水道水の水質管理に必要な項目等について実施しています。 

また、水源水質の著しい悪化、浄水処理過程での異常、水道施設の著しい汚染、消化器系感染

症の流行などの際にも臨時の水質検査を行う体制を整えています。 

なお、水質検査計画及び水質検査結果は蓮田市水道課のホームページで閲覧できるほか、広

報はすだに主要な検査結果を掲載しています。 

 

3.3.2 水質対策の状況 

水源の一つである本市の地下水水質は、鉄、マンガン、アンモニア態窒素が多く含まれています。

そのため浄水過程で塩素を混ぜ合わせて化学反応により化合物とした上で、急速ろ過機を使用

してこれらの物質を低減あるいは除去しています。 

また、塩素の添加は水道水を安全に使用する上で衛生上必要な措置として、水道水中に一定以

上含まれることが法令により定められています。この塩素濃度は時間の経過や水に含まれる成分

によって徐々に減少していく傾向があるため、蓮田市浄水場及び黒浜配水池場において必要な

量の塩素を添加するとともに、給水栓における水質検査を合わせて行っています。 
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3.3.3 業務指標による評価 

以下では、水質に関する業務指標（PI）を整理しました。 

なお、業務指標とは、水道事業の事業活動全般を定量化して評価するために用いられる指標で

あり、蓮田市水道事業においても、本ビジョンで示す指標以外も含め、毎年度の数値を「水道事業

年報」に整理し、ホームページ（HP）にて公開しています。 

また、業務指標を用いた評価を行う際は、「類似団体」の平均値との比較も有効となります。類

似団体は、給水人口規模・水源種別・有収水量密度（給水区域面積１hａ当たりの年間有収水量）に

より規定されており、これらの数値が本市と類似した計２０団体（本市含む）で構成されています。 

水道水の水質に関する業務指標として、図 3.4に示す４つの指標を整理しました。 

本市では、水質事故件数は０件で推移していますが、その他３つの指標においては、類似団体

の平均値を上回っている状況です。 

本市の水源にはアンモニア態窒素が多く含まれていることから、浄水処理を行う際の塩素注入

量が多くなり、これら数値が高くなっていると考えられます。現時点で水質基準に対し問題が生

じているわけではありませんが、今後も安全な水を供給するためには、水源の運用方法（あり方）

について検討を行う必要があります。 

 

 

 
図 3.4 水質に関する業務指標（令和２年度～令和６年度）  

低い方が良い

水道水の安全性及び塩素臭（カルキ臭）発生に与える影響を
表す指標です。

説明

残留塩素濃度合計÷残留塩素測定回数

計算式

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 1.52 1.56 1.45 1.23 1.02

平均値 0.56 0.55 0.55 0.56

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

平均残留塩素濃度（mg／L）

蓮田市 平均値

低い方が良い

計算式

（Σ給水栓の総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ濃度÷給水栓数）÷水質基準値×100

説明

総トリハロメタンは消毒副生成物の代表例で発がん性がある
可能性があるため、水道水の安全性を示す指標です。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 36.7 33.3 39.2 45.2 49.7

平均値 24.3 24.2 25.3 28.4

0

20

40

60

80

総トリハロメタン濃度水質基準比（％）

蓮田市 平均値

消毒副生成物は発がん性がある可能性があるものも含まれて
いるため、水道水の安全性を示す指標です。

低い方が良い

計算式

（Σ給水栓の当該消毒副生成物濃度÷給水栓数）÷水質基準値×100

説明

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 38.9 36.1 47.8 45.0 51.7

平均値 22.9 22.9 27.9 25.8

0

20

40

60

80

消毒副生成物濃度水質基準比（％）

蓮田市 平均値

低い方が良い

計算式

年間水源水質事故件数

説明

水源の突発的水質異常のリスクがどれだけあるかを示す指標
です。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 0 0 0 0 0

平均値 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

水源の水質事故数（件）

蓮田市 平均値
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3.4 施設の状況 

3.4.1 老朽化の状況 

本市水道事業の水道施設は、水源施設・浄水場・配水池場・追加塩素注入施設及びそれらを繋

ぐ導水管・送水管・配水管で構成されています。 

これら水道施設の中には法定耐用年数を超過したものが存在しています。水道事業の固定資

産台帳から整理した、令和６年度末時点における健全度の区分別価格の割合は図 3.5 に示すと

おり、健全資産が６０.５％、経年化資産・老朽化資産が３９.５％となっています。なお、前回水道ビ

ジョンで整理した平成２６年度時点と比較すると、経年化資産・老朽化資産の割合が上昇していま

す（２７.２％から１２.３％アップ）。 

これらの状況から、老朽化の進行を抑え水道施設を健全な状態に保つため、施設更新の推進が

重要と考えられます。 

 

 

※各資産の取得価格を最新のデフレーターで現在価値化した上で上記割合を算出している 

図 3.5 施設の健全度（令和６年度基準） 

  

【健全資産】

【経年化資産】

【老朽化資産】

　経過年数が
耐用年数未満
の資産

　経過年数が
法定耐用年数
の1.0～1.5
倍の資産

　経過年数が
法定耐用年数
の1.5倍を超
える資産

60.5%19.2%

20.3%

健全資産 経年化資産 老朽化資産
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3.4.2 耐震化の状況 

本市水道施設のうち、配水池は耐震化が完了していますが、浄水施設の耐震化率は０％となっ

ています。また、基幹管路の耐震管率は全国平均・県平均を上回っていますが、耐震適合率は県

平均を下回っている状況です。 

本市では配水量の約９割が埼玉県企業局から受水した水であるため、まずは県水を受け取る

配水池の耐震化を最優先に進め、その後、重要給水施設（病院や避難所となる学校等）に接続し

ている管路（＝重要給水施設管路）の耐震化（更新）を優先的に進めてきました。 

今後は、重要給水施設管路の耐震化を継続するとともに、将来の水運用の方向性を踏まえた

上で、浄水施設の耐震化についても検討を進めていく必要があると考えています。 

 

 

図 3.6 水道施設の耐震性（令和４年度末） 

 

3.4.3 運転管理・維持管理の状況 

水道施設の運転管理（浄水場及び配水池場の監視・制御）及び維持管理（システムや設備の点

検・調査・修繕）については、民間企業に委託を行って実施しています。 

また、毎年度漏水調査や水道本管管内洗浄作業を行い、漏水箇所の早期発見と有収率の向上

や良好な水質の維持管理に努めています。 

これら運転管理・維持管理については、今後も民間委託を継続することを想定していますが、

国の最新の動向等を踏まえ、委託範囲の検討や新たな官民連携手法の導入に向けた調査等が必

要になるものと思われます（後述の「3.9.2官民連携の推進」参照）。 

  

43.4%

63.5%

28.2%

42.3%

58.3%

75.4%

34.4%

49.7%

0%

100%

36.6%
44.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

浄水施設

(耐震化率)

配水池

(耐震化率)

基幹管路

(耐震管率)

基幹管路

(耐震適合率)

全国平均

埼玉県平均

蓮田市
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3.4.4 業務指標による評価 

施設に関する業務指標として、図 3.7に示す４つの指標を整理しました。 

施設利用率は、６０％未満と類似団体平均を下回っていることから、有効利用ができていない

状況です。また、漏水率は類似団体平均を上回り、有収率は類似団体平均を下回っており、どちら

の指標も悪化傾向を示していることから、管路の老朽化に伴う漏水が増加していることが予想さ

れます。加えて、管路の更新率も類似団体平均を下回っており、十分な管路更新が実行できてい

るとは言えない状況です。 

これらのことから、今後は水需要を考慮した適正規模による施設更新と、着実な管路更新が課

題となります。 

 

 

 
図 3.7 施設に関する業務指標（令和２年度～令和６年度） 

 

  

説明

施設能力に対する一日平均配水量の割合を示すもので、水道
施設の効率性を表す指標です。

高い方が良い

計算式

（1日平均配水量÷1日配水能力）×100

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 57.7 56.9 56.9 58.3 59.1

平均値 72.3 73.3 73.1 73.4

40

50

60

70

80

90

施設利用率（％）

蓮田市 平均値

説明

1年間の配水量に占める漏水量の割合を示しており、事業効
率を表す代表的な指標です。

低い方が良い

計算式

（年間漏水量÷年間配水量）×100

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 9.3 8.8 10.6 13.4 14.6

平均値 2.8 2.7 2.8 3.3

0

5

10

15

20

漏水率（％）

蓮田市 平均値

高い方が良い

計算式

（年間有収水量÷年間配水量）×100

説明

配水管及び給水管の健全性及び水道事業の経営効率性を表
す指標です。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 88.1 88.6 86.8 84.1 82.9

平均値 92.6 92.6 92.6 92.1

80

85

90

95

100

有収率（％）

蓮田市 平均値

高い方が良い

計算式

（更新された管路延長÷管路総延長）×100

説明

管路の延長に対する更新された管路延長の割合を示してお
り、管路更新の取組状況を表すものです。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 0.41 0.41 0.70 0.37 0.36

平均値 0.65 0.66 0.75 0.64

0.0

0.4

0.8

1.2

管路の更新率（％）

蓮田市 平均値
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3.5 経営の状況 

3.5.1 水道料金体系 

本市では、表 3.7に示すとおり、これまでに４度の料金改定を実施しております（直近は平成２

９年１０月に実施）。 

料金体系は、用途ごとに料金が異なる「用途別料金体系」を採用しており、超過料金の単価は、

使用した水量に応じて３～６段階で単価が上昇する「逓増型料金」としています。また、基本料金・

超過料金とは別に、口径別のメーター使用料を徴収しています。 

 

表 3.7 料金改定の経緯 

 

 

表 3.8 蓮田市の水道料金 

 

  

改定年月 改定内容

昭和51年10月 第1回料金改定

昭和57年4月 第2回料金改定

昭和59年7月 第3回料金改定

平成29年10月 第4回料金改定

※消費税率の引上げに伴う改定を除く

(2か月・税込) (2か月・税込)
用途 料金区分 水量区分 口径

基本料金 20m3まで 2,552 円 13mm 121 円

超過料金 21～40m3 187 円/m3 20mm 231 円

41～60m3 209 円/m3 25mm 330 円

61～100m3 231 円/m3 30mm 495 円

101～200m3 253 円/m3 40mm 748 円

201～300m3 330 円/m3 50mm 3,366 円

301m3以上 341 円/m3 75mm 3,740 円

基本料金 200m3まで 46,310 円 100mm 4,400 円

超過料金 201～400m3 352 円/m3 150mm 6,820 円

401～600m3 374 円/m3

601m3以上 385 円/m3

基本料金 100m3まで 21,560 円

超過料金 101～200m3 264 円/m3

201～400m3 352 円/m3

401～600m3 374 円/m3

601m3以上 385 円/m3

基本料金 200m3まで 46,310 円

超過料金 201～400m3 352 円/m3

601～1,000m3 363 円/m3

1,001～2,000m3 385 円/m3

2,001～3,000m3 418 円/m3

3,001m3以上 440 円/m3

メーター使用料

一般用
営業用

学校用

官公署用

工場用
その他大
口用

料金



20 

3.5.2 経営状況 

水道事業は、地方公営企業法に基づき、独立採算制を原則とした経営を行っています。また、

公営企業会計の収支は、営業活動に伴い発生する収益的収支と、今後の営業活動に備えて行う

施設整備費用などが計上される資本的収支で構成されています。図 3.8 に示すとおり、収益的

収支で得た資金を使い水道施設を整備し、その施設を利用して料金収入を得るというサイクルに

より経営を維持しているため、収益的収支において十分な資金を確保できなければ、十分な水道

施設の整備（健全な状態に保つための更新等）ができなくなってしまいます。 

令和２年度～令和６年度の経営状況を見ると、令和３年度以降の収益的収入が概ね横ばいで

あるのに対し、収益的支出は増加傾向にあります。損益は、収入の増加に伴い令和３年度に増加

したものの、支出の増加に伴い令和５年度に大きく減少しています。今後、人口減少に伴う給水

収益の減少が見込まれることから、適切な水道料金体系への改定による収入増加や、業務の効率

化等による経費削減を図っていくことが必要になります。 

また、資本的収支については、支出の増加に対し収入が少ないことから、資本的収支不足額が

増加傾向となっています。そのため、資本的収支不足額に充当するための補填財源残高も減少し

ています。「3.4 施設の状況」に示したとおり、今後は耐震化や老朽化した施設の更新を行うため、

施設整備に係る費用が増加することが想定されることから、上記のとおり収益的収支において資

金確保を図ることが必要となります。 

なお、企業債残高については令和２年度以降減少しています。そのため、資本的支出の増加に

合わせて企業債の借入額を増やし資本的収支不足額の増加を抑制することも考えられます。一

方で、過度な借入れは将来世代に負担を残すことになるため、世代間の負担の公平性を考慮した

上で、起債（借入れ）と償還（返済）のバランスを踏まえた方針を検討していく必要があります。 

 

 
※減価償却費・長期前受金戻入：現金を伴わない収入及び支出 

※おおよその収支バランスを示したイメージ図であり、実際の決算値に基づいたものではないことに留意されたい 

図 3.8 公営企業会計における収支イメージ  

 利益

収  （３ ）収 

収入

給水収益
（水道料金収入）

減価償却費

人件費・維持管理費
・支払利 等の経費

長期前受金戻入

その他収益

支出

資本 （  ）収 

収入

企業債

建設改良費

（施設整備に係る委
託料や工事費等）

企業債償還金
工事負担金・
国庫補助金等

支出

資本的収支
不足額

   源

 利益＋（減価償却費
 長期前受金戻入）が
補填財源となり、資本
的収支不足額に充当
される

整備した施設を用い水道事業を運営（対価として水道料金を収受）
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表 3.9 令和２年度～令和６年度における財政状況 

 

 

 

図 3.9 令和２年度～令和６年度における財政状況 

  

単位：百万円

R2 R3 R4 R5 R6

収入 1,135 1,229 1,230 1,222 1,223

支出 1,089 1,112 1,114 1,159 1,154

損益 45 117 116 62 69

収入 150 86 296 180 185

支出 443 541 721 615 680

不足額 -293 -455 -425 -435 -495

1,583 1,569 1,529 1,485 1,324

781 671 737 734 714

収益的収支

資本的収支

補填財源残高

企業債残高

項目

0

50

100

150

200

900

1,000

1,100

1,200

1,300

R2 R3 R4 R5 R6

損益(百万円)収支(百万円) 収益的収支

収入 支出 損益

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

200

400

600

800

1,000

R2 R3 R4 R5 R6

不足(百万円)収支(百万円) 資本的収支

収入 支出 不足額

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

R2 R3 R4 R5 R6

(百万円) 補填財源残高

600

650

700

750

800

R2 R3 R4 R5 R6

(百万円) 企業債残高
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3.5.3 業務指標による評価 

経営に関する業務指標として、図 3.10に示す３つの指標を整理しました。 

経常収支比率は、令和２年度～令和６年度で１００％以上となっており、類似団体平均を上回る

年もあることから、比較的良好と考えられますが、令和３年度・令和４年度に比べると令和５年度

以降低い数値となっていることから、１００％を下回らないよう、注意が必要です。 

料金回収率は、令和３年度を除き１００％を下回っています。コロナ禍や物価高騰に伴う市民生

活の支援として、令和２年度以降水道料金の減額を行ったことも影響していますが、一部期間に

おいてはそれら減額処置を行わなかった場合の料金回収率も１００％を下回っているため、水道

水の供給に必要な費用を水道料金で賄えていないのが実態です。 

なお、給水収益に対する企業債残高の割合については、類似団体平均を大きく下回っており、

令和４年度以降は減少しています。 

今後は水需要の減少により給水収益も減少することが予想されるため、財政の健全化を図る

ためには、経費削減等に加え、適切な水道料金の設定が必要となります。また、今後は更新需要

も増加することとなるため、将来の投資規模や財源の見通しを踏まえた上で、適切な起債を行っ

ていくことが必要です。 

 

 

 
図 3.10 経営に関する業務指標（令和２年度～令和６年度） 

  

高い方が良い

計算式

［（営業収益+営業外収益）÷（営業費用+営業外費用）］×100

説明

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示
し、100%未満の場合は経常損失が生じています。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 104.2 110.5 110.4 105.4 106.0

平均値 109.6 112.4 109.7 109.1

100

105

110

115

120

経常収 比率（％）

蓮田市 平均値

計算式

（企業債残高÷給水収益）×100

説明

企業債残高が規模及び経営に及ぼす影響を表す指標です。

低い方が良い

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 83.7 62.9 81.5 78.3 68.1

平均値 153.1 141.7 149.4 134.6

0

50

100

150

200

給水収 に対する企業債残高の割合（％）

蓮田市 平均値

高い方が良い

計算式

（供給単価÷給水原価）×100

説明

経営状況の健全性を表す指標で、100％未満の場合は給水に
係る費用が料金以外の収入で賄われてることを意味します。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 90.6 101.6 85.7 86.2 96.1

平均値 102.3 107.5 101.2 101.0

70

80

90

100

110

120

料金回収率（％）

蓮田市 平均値
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3.6 組織の状況 

3.6.1 組織体制 

本市水道事業は、市長が水道事業管理者として職務を行っており、水道業務を遂行している水

道課は、下水道課とともに上下水道部に属しています。 

表 3.10 上下水道部の組織図（令和７年４月１日時点） 

 

 

3.6.2 職員数の推移 

水道課の職員数（部長含む）は、平成２８年度から令和７年度にかけて増減していますが、１０年

間で１人減となっています。 

 

 

図 3.11 職員数の推移（平成２８年度～令和７年度） 

  

部長 1名

水道課 10名

課長 1名 管理担当 3名

主幹 1名 工務担当 4名

副主幹 1名

下水道課 8名

 蓮田市
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3.6.3 年齢構成 

令和７年度における水道課職員の年齢構成は、２０代～５０代がそれぞれ２～３人となっており、

１０年前の平成２７年度と比べると、各年齢層の職員がバランスよく配属されている状況です。 

ただし、４０代以上の職員数の割合が減っていることから、技術力の維持・向上を図るためにも、

今後は若手職員の人材育成・技術継承が課題と言えます。 

表 3.11 職員の年齢構成（令和７年４月１日時点） 

 

 

 

※人数は各年度の４月１日時点（課長、主幹、副主幹を含む） 

図 3.12 職員年齢の推移（平成２７年度、令和７年度） 

 

3.6.4 人材育成に係る取組状況 

水道職員の人材育成を目的に、日本水道協会主催の水道技術管理者資格取得講習会や、地方

自治研究機構主催の地方公営企業実務講習会への参加を促すなど、技術力の向上や資格取得に

向けた支援を行っています。 

また、日本水道協会が実施している指定給水装置工事事業者研修会の周知を行うことで、職員

だけでなく指定工事事業者の育成と連携強化も図っています。 

  

(人)

年齢 課長 主幹 副主幹 管理担当 工務担当 合計

25歳未満 0

25歳～30歳未満 2 2

30歳～35歳未満 1 1 2

35歳～40歳未満 1 1

40歳～45歳未満 0

45歳～50歳未満 1 1 2

50歳～55歳未満 1 1 2

55歳～60歳未満 1 1

60歳以上 0

計 1 1 1 3 4 10

2人

3人
2人

3人

20代

30代

40代

50代

1人

3人

5人

2人

【平成27年度】 【令和7年度】
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3.6.5 業務指標による評価 

組織に関する業務指標として、図 3.13に示す２つの指標を整理しました。 

職員１人当たり有収水量は、類似団体平均を上回っていることから、比較的生産性が高いと考

えられます。また、水道業務経験年数は類似団体平均の半数程度となっていることから、本市は

比較的若い職員が多い水道事業体であると考えられます。 

そのため今後は、現在行っている研修時間を増やす等、若手職員の人材育成や技術継承が課

題になると考えられます。 

 

 
図 3.13 組織に関する業務指標（令和２年度～令和６年度） 

  

高い方が良い

計算式

年間総有収水量÷損益勘定所属職員数

説明

職員一人当たりの有収水量を示しており、水道サービスの効
率性を表す指標です。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 1,020 1,012 991 988 1,182

平均値 733 726 700 668

500

700

900

1,100

1,300

1,500

職員１人当たり有収水量（千㎥／人）

蓮田市 平均値

高い方が良い

計算式

全職員の水道業務経験年数÷全職員数

説明

職員が平均何年水道業務に携わっているかを示します。この
指標は職員の習熟度と関係が深いものです。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 5.0 4.2 4.7 4.5 5.0

平均値 10.7 9.2 8.6 8.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

水道業務経験年数（年／人）

蓮田市 平均値
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3.7 使用者サービスの状況 

3.7.1 窓口サービスの充実 

住宅の新築や転入・転出などによって水道の給水開始や使用中止を申し込む場合、申請者もし

くはその代理人が水道課の窓口で給水装置工事の設計審査依頼や竣工検査依頼、給水開始など

の必要な申請手続を書面で行っています。 

しかし、ライフスタイルの変化などにより、業務時間内に手続を行うことが困難な方や、迅速な

対応を望まれる方が増えてきています。 

このため、本市では従来の窓口での手続、電話での申込みに加え、平成２２年７月より水道の使

用開始・中止に係る電子申請・届出サービスを導入し、利便性向上に取り組んでいます。 

一方で、水道サービス等に関する苦情に対しては、苦情の原因となる事象の発生予防等、サー

ビス向上に向けた取組の実施が課題となります。 

 

3.7.2 料金収納方法 

水道料金の支払については、水道使用者の約８０％が口座振替により納付を行っています。残

りの約２０％の方は納入通知書により、水道課窓口、金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマー

トフォンアプリから納付を行っています。 

なお、スマートフォンアプリによる決済については、使用者のみなさまの利便性の向上を図る

取組の一環として、令和２年５月より開始したものです。 

 

  



27 

3.8 災害時対応の状況 

本市の水道事業では、台風や地震等の自然災害、その他事故が発生した場合においても、市民

に安全な水道水を安定的に供給するため、「蓮田市水道事業危機管理マニュアル」を策定していま

す（平成２６年３月策定、その後平成２９年、令和２年に一部改正）。 

本マニュアルでは、以下の災害・事故を想定しており、これら災害・事故が発生した時の体制や

対応、関係団体への連絡先等をとりまとめています。 

①災害（地震、風水害など） 

②事故（大規模漏水、水質汚染 、停電など） 

③渇水 

④テロ（毒物等の投入、施設の破壊など） 

⑤その他給水の安全、安定供給に支障をきたす事故等 

 

また、その他にも、災害時における対応力向上を図るため、以下の取組を行っています。 

⚫ 災害時用の飲料水や応急給水活動等に使用する資機材の備蓄 

⚫ 災害時等における応援協力に関する各種協定の締結 

⚫ 白岡市との緊急連絡管の整備（バックアップ体制の確保） 

⚫ 県主催の応急給水装置設置訓練への参加（令和６年度） 

⚫ 日本水道協会関東地方支部主催の情報伝達訓練への参加（令和６年度） 

 

   

  

図 3.14 応急給水に使用する資機材の一例 

  

給水車 給水コンテナ ウォータータンク 

応急給水栓 非常用給水袋 
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3.9 経営健全化等に向けた取組の状況 

3.9.1 広域化 

県が策定した「埼玉県水道整備基本構想」において、埼玉県内の広域化を進める上での推進体

制が示されています。図 3.15 に示すとおり、本市は第１ブロックに属しており、同ブロックで開

催される検討部会において、広域化の実現に向けた取組を検討・実施しています。 

 

 

出典：埼玉県水道整備基本構想～埼玉県水道ビジョン～ 埼玉県 令和５年３月改定 

図 3.15 埼玉県におけるブロック分割 
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3.9.2 官民連携の推進 

国が令和元年９月に制定した「水道の基盤を強化するための基本的な方針」において、水道の

基盤の強化に関する重要事項の一つとして「官民連携の推進」が掲げられています。 

また、令和５年には内閣府より「PPP/PFI アクションプラン（令和５年改定版）」が公表され、そ

の中で、公共施設等運営事業（コンセッション事業、レベル４.0）と「ウォーターPPP」という概念が

示されました。同時に、水道分野においては、ウォーターＰＰＰの活用を目指し、令和１３年度まで

に１００件の具体化を目標として掲げています。 

このようなPPP/PFI等の官民連携手法は、公共施設等の整備・運営に民間の資金や創意工夫

を活用することにより、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実現する手法であり、財政負

担の軽減のみならず、新たな雇用や持続可能で活力ある地域経済社会の実現等の課題解決にも

繋がるものとされています。 

本市水道事業においても、浄水場の運転管理業務や給水装置等管理業務、水道メーターの検

針や料金徴収業務等、様々な外部委託を行っているところではありますが、水道事業の基盤強化

を図るためには、上記ウォーターPPP を含めた官民連携の推進に向けた検討を継続していくこ

とが必要と考えています。 

 

3.9.3 その他経営効率化に係る取組 

現在、市全体で令和８年度からの電子決裁導入に向けた取組を進めています。水道事業の運営

を行っている水道課においても、その動向に準じることとなるため、導入による職員負担の軽減

が期待されます。 
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3.9.4 環境に配慮した取組 

本市水道事業では、環境に配慮した取組として、インバータ設備によるポンプの運転などによ

る電力の削減のほか、配水池屋上の緑化など二酸化炭素排出量を減らす取組を実施しています。 

一方で、図 3.16に示すとおり建設副産物のリサイクル率は類似団体平均に比べ大幅に低いこ

とから、今後は建設副産物のリサイクルを推進していくことが求められます。 

 

 

図 3.16 環境に関する業務指標（令和２年度～令和６年度） 

 

  

低い方が良い

計算式

総電力量÷年間配水量

説明

取水から配水までに要した全ての電力消費量を示しており、
省エネルギー対策への取組み度合いを表す指標です。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 0.27 0.26 0.26 0.27 0.28

平均値 0.23 0.23 0.23 0.23

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

配水量1㎥当たり電力消費量（kWh／㎥）

蓮田市 平均値

高い方が良い

計算式

（リサイクルされた建設副産物量÷建設副産物発生量）×100

説明

工事等で発生する建設副産物のうち、リサイクルされた割合を
示すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標です。

R2 R3 R4 R5 R6

蓮田市 21.8 28.1 29.4 28.4 40.6

平均値 64.8 72.9 68.2 70.0

0

20

40

60

80

100

建設副産物のリサイクル率（％）

蓮田市 平均値




